
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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議
院
厚
生
労
働
委
員
会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
、
労
働
者
が
事
業
主
に
相
談
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る

と
と
も
に
、
相
談
し
た
場
合
に
形
式
的
で
な
く
実
効
性
の
あ
る
対
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
小

規
模
事
業
者
へ
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

消
費
者
、
障
害
当
事
者
か
ら
意
見
を
聞
い
た
上
で
検
討
す
る
こ
と
。 

二
、
障
害
者
等
が
社
会
的
障
壁
の
除
去
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
判
断
さ
れ
、
合
理
的
配
慮

の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
事
業
者
に
問
題
を
指
摘
し
て
改
善
を
促
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
談
窓
口
の
周
知

を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
事
業
者
が
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
障
害
者
等
へ
の
不
当
な
差
別

的
取
扱
い
が
生
じ
な
い
よ
う
、
事
業
者
が
正
し
い
障
害
特
性
の
理
解
、
接
し
方
を
学
ぶ
た
め
の
周
知
広
報
ツ
ー
ル
が
活
用
さ



れ
る
よ
う
に
促
す
こ
と
。 

三
、
医
療
、
介
護
分
野
等
を
含
む
公
務
・
公
共
現
場
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
が
途
絶
す
る
と
利
用
者
等
の
生
命
や
心
身
の
健
康

に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
現
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
利
用
が
途
絶
し
な
い
こ
と
に
最
大
限
の
配
慮
を
行
い
つ
つ
、
適
切
な
カ
ス

タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

四
、
政
府
が
定
め
る
指
針
に
基
づ
く
措
置
を
実
行
す
る
に
当
た
り
、
事
業
主
は
そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
業
態
・
顧
客
等
対
応
業
務
の

内
容
等
に
応
じ
た
最
善
の
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
対
策
の
内
容
を
検
討
、
実
行
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
現
場
の
労
働
組
合
又
は
従
業
員
代
表
、
職
場
委
員
等
の
参
加
・
参
画
の
下
で
、
実
際
に
発
生
し
た
カ
ス
タ

マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
の
詳
細
や
対
応
の
結
果
、
効
果
な
ど
を
記
録
し
、
対
策
の
継
続
的
な
改
善
の
た
め
に
活
用
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。 

五
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
言
動
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

事
業
主
そ
の
他
国
民
一
般
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
広
報
活
動
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
際
に
は
、
各

事
業
分
野
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
労
働
者
以
外
の
者
へ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
含
め
、
厚
生
労
働
省
と
業
所
管
省
庁
が
連
携

し
て
行
う
こ
と
。 



六
、
事
業
主
が
、
実
効
性
を
伴
う
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
抑
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
警
察

と
の
連
携
、
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
を
含
め
、
当
該
措
置
の
具
体
的
な
内
容
を
指
針
に
示
す
と
と
も
に
、
各
事
業
分
野
に
お

け
る
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
抑
止
に
資
す
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
業
法
の
見
直
し
を
含
め
検
討
す
る
こ
と
。 

七
、
労
働
者
に
対
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
・
中
傷
と
し
て
、
無
断
で
撮
影
さ
れ
た
労
働
者
の
顔
写
真
や

名
札
な
ど
の
個
人
情
報
が
拡
散
さ
れ
る
事
例
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
、
又
は

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
を
訴
え
た
こ
と
に
対
し
周
囲
か
ら
誹
謗
・
中
傷
を
受
け
る
二
次
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
当
該
行
為
が
カ
ス

タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
指
針
に
明
示
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
。 

八
、
公
務
・
公
共
現
場
で
の
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
は
国
民
及
び
住
民
の
権
利
制
限
と
表
裏
一
体
の
た
め
、
制
度
設

計
に
当
た
っ
て
人
事
院
及
び
総
務
省
か
ら
の
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
対
策
に
つ
い
て
、
本
法
の
施
行
後
一
定

期
間
が
経
過
し
た
後
に
実
態
調
査
を
行
い
、
実
効
性
の
あ
る
対
策
が
取
ら
れ
て
い
る
か
等
の
運
用
面
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
。 

九
、
措
置
義
務
の
対
象
と
な
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
限
ら
ず
、
悪
質
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
刑
事
罰
等
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
都
道
府
県
労
働
局
等
が
相
談
を
受
け
た
際
は
、
警
察
と
の
連
携
、
事
業
主
に
対
す
る
指
導
を
含
め
、
真
摯
に
対
応

す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
都
道
府
県
労
働
局
等
の
相
談
支
援
の
強
化
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
紛
争
解
決
援
助
制
度
等
の



利
用
促
進
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

十
、
性
的
指
向
や
性
自
認
（
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
）
の
開
示
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
」
を
禁
止
す
る
又
は
強
要
・
強
制
す

る
行
為
が
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
得
る
こ
と
、
顧
客
等
か
ら
労
働
者
に
対
す
る
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
に
関
連
す
る
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
が
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
得
る
こ
と
、
就
職
活
動
中
の
学
生
に
対
す
る
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
に
関
連
す
る
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
が
必
要
で
あ
る
こ
と
及
び
求
職
者
等
に
対
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ケ
ア
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
指
針
に
明
記
し
、
も
っ
て
広
く
事
業
主
に
周
知
啓
発
を
行
う
こ
と
。 

十
一
、
労
働
者
の
就
業
環
境
等
を
害
す
る
言
動
又
は
行
為
に
つ
い
て
は
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
全
て

禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
我
が
国
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
法
制
と
の
整
合
性
を
精
査
し
た
上
で
、
速
や

か
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
九
十
号
条
約
の
批
准
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

十
二
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
情
報
公
表
に
つ
い
て
、
女
性
管
理
職
比
率
及
び
男
女
間
賃
金
差
異
の
定
義

を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
客
観
的
に
比
較
可
能
な
も
の
と
な
る
よ
う
な
計
算
方
法
を
示
す
こ
と
。
男
女
間
賃
金
差
異
に
つ

い
て
は
、
企
業
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
企
業
へ
の
公
表
の
義
務
化
並
び
に
男
女
間
賃
金
差
異
が
一
定
割
合
を
超
え
て
い



る
企
業
に
つ
い
て
そ
の
原
因
分
析
及
び
是
正
計
画
の
策
定
・
公
表
の
義
務
化
を
含
め
、
実
効
的
な
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

ま
た
、
一
般
事
業
主
、
特
定
事
業
主
と
も
に
、
公
表
項
目
の
充
実
及
び
よ
り
わ
か
り
や
す
い
公
表
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ

と
。 

十
三
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
当
た
り
、
女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
留
意
す
る
観
点
か
ら
、
フ
ェ
ム
テ
ッ

ク
の
活
用
に
取
り
組
む
こ
と
。 

十
四
、
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
を
推
進
す
る
た
め
、
新
た
に
公
表
す
る
指
針
の
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
守
秘
義
務
に
留

意
し
た
上
で
、
産
業
医
と
主
治
医
の
間
に
お
け
る
効
果
的
な
情
報
交
換
の
在
り
方
及
び
病
気
休
職
中
の
労
働
者
か
ら
の
相
談

窓
口
を
明
確
に
す
る
等
の
職
場
復
帰
に
向
け
た
支
援
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
、

治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
今
後
も
検
討
す
る
こ
と
。 

十
五
、
疾
病
な
ど
を
抱
え
る
労
働
者
が
適
切
な
治
療
を
受
け
な
が
ら
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
の
整
備
を
含
め
た
事
業
主
の

取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
資
す
る
よ
う
、
医
療
機
関
の
待
ち
時
間
の
短
縮
な
ど
の
好
事
例
を
周

知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
小
規
模
事
業
場
で
働
く
労
働
者
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
産
業

保
健
活
動
総
合
支
援
事
業
に
よ
る
企
業
支
援
の
強
化
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
労
働
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
な
対
応



を
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
整
備
の
支
援
に
取
り
組
む
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


